
くらし・お知らせ

　市税へのご理解と納期内の納付をお願いいたします。
問合 �○�土地・家屋について：�

弁天町市税事務所 固定資産税グループ�
☎4395-2957（土地）、2958（家屋） I7777-4505

○�償却資産について：�
船場法人市税事務所 固定資産税（償却資産）グループ�
☎4705-2941 I4705-2905

固定資産税・都市計画税（第4期分）の 
納期限は2月29日（木）です

市税事務所からのお知らせ大阪福島税務署からのお知らせ

　身体障がい者手帳等をお持ちでない
65歳以上で、寝たきりの高齢者または
認知症高齢者の方が、基準に準ずる場
合は、申請により「障がい者控除対象認
定書」の交付を受けることができます。
　認定書を提示し、所得税の確定申告
や個人市府民税の申告をすることによ
り税法上の「障がい者控除」の適用を受
けることができます。
問合 �保健福祉課（介護保険・高齢者福祉）�

2階22番�
☎6464-9859 I6462-4854

障がい者控除対象者認定書を
交付します

　海老江東地域・海老江西地域にお住
まいの皆さまおよび各事業所等に全戸
配布しました。災害時避難所や津波避
難ビルの確認等にご活用ください。
　区内全地域の地域別防災
マップは、区役所で配布し
ています。ホームページで
もご覧いただけます。
問合 �市民協働課（市民協働）

5階51番�
☎6464-9734 I6464-9987

詳しくは
こちら

海老江東地域・海老江西地域
防災マップを
リニューアルしました！

介護サービス利用にかかる費用の医療費控除
　次の介護保険サービスの費用が、医療費控除の対象となる場合があります。
控除には「領収証」を添付のうえ確定申告が必要です。
●施設サービスの利用者負担額
①介護療養型医療施設
②介護老人保健施設
③介護老人福祉施設
④介護医療院
※�利用料・居住費・食費が対象。�
③は1/2相当額が対象。
●居宅サービスの利用者負担額
①�訪問看護・通所リハビリテーション
など
②�生活援助中心型を除く訪問介護・
通所介護など

※�②は、①と併せて利用した場合のみ対象。

●�介護福祉士等による�
喀痰吸引等が行われたとき
医療費控除の対象にならない介護
サービスであっても、サービスの
中で喀痰吸引などが行われたとき
※�当該サービスにかかる自己負担額の
1/10が対象。
●おむつ代
　初年度は、医師が発行した「おむ
つ使用証明書」が必要。
　2年目以降は、医師の証明に代わる
「確認書」を区役所で交付できる場
合があります。

問合 �保健福祉課（介護保険・高齢者福祉）2階22番�
☎6464-9859 I6462-4854

　出張窓口では、申請すれば、クオ・カー
ド1000円分他がもらえます。
※市民の方に限ります。

マイナンバーカード
出張窓口で申請できます

手ぶら
でもOK

予約
不要

写真撮影
無料

会　場 日　時

福島区民センター
（3階305会議室）

2月11日（日）・25日（日）
3月3日（日）・17日（日）
11：00～17：00

福島区役所
（1階ロビー）

2月21日（水）・22日（木）
10：00～16：00

問合 �大阪市マイナンバーカード出張
申請サポート窓口
☎050-3535-0200

詳しくは
こちら

LINEで「入場整理券」の
事前配布をしています

所得税・贈与税・個人事業者の消費税の確定
申告会場は、「梅田スカイビル会場」
（タワーウエスト10階）です。
期間 �2月16日（金）～3月15日（金）�

9：15～16：00 ※土・日・祝日を除く

問合 �
○�申告書の作成について�
国税相談専用ダイヤル ☎0570-00-5901
○�e-Taxの使い方等について�
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク�
☎0570-01-5901

①市税事務所あて送付
②大阪市行政オンラインシステム
　・令和5年中の給与所得・雑所得（公的年金等・業務ほか）の申告
　・令和5年中に収入がない方の申告
③弁天町市税事務所 2月1日（木）から
　時間 �月～木9：00～17：30、金19：00まで（祝日除く）�

窓口の来所予約をご利用ください。
④福島区役所5階 臨時申告会場 2月16日（金）から
　時間 月～金9：00～11：30、13：00～16：00（祝日除く）
問合 �弁天町市税事務所 市民税等グループ（個人市民税担当）�

☎4395-2953 I4395-2810

個人市・府民税の申告受付が始まります

詳しくは
こちら

オンラインオンラインででもっと便利に、もっと簡単に！もっと便利に、もっと簡単に！

　新型コロナウイルス感染
症の発生に伴い、対象期間を
過ぎていても定期予防接種
として接種できる場合があり
ます。
対象 �令和2年4月7日～令和5年5月7日

に接種対象に該当し、延長期間ま
でに法定の接種期間が終了する方

延長期間 令和7年5月7日まで
※�高齢者肺炎球菌ワクチンは令和6年5
月7日まで
接種場所 大阪市委託医療機関
費用 無料　
※�高齢者肺炎球菌ワクチンのみ原則自
己負担4,300円
問合 �保健福祉課（運営）2階24番�

☎6464-9882 I6462-4854

定期予防接種の接種期間を 
延長しています

詳しくは
こちら

　福島区の魅力である「のだふじ」の育
成を応援すること、また、区の花「のだふ
じ」の認知度向上の取組をとおして、よ
り多くの方に地域への愛着
を深めていただけるように、
皆さまからの寄付の募集を
開始します。ご協力よろしく
お願いいたします。
問合 �企画総務課（企画推進）4階42番

☎6464-9908 I6462-0792
Jtc0012@city.osaka.lg.jp

区の花「のだふじ」への寄附に
ご協力ください

詳しくは
こちら

「広報ふくしま」に
　広告を掲載しませんか？

問合 企画総務課（企画推進）4階42番 ☎6464-9683 I6462-0792

　令和6年度（令和6年5月号～令和7年4月号）の広告
を募集します。詳しくは区HPをご確認ください。

区HPバナー・
広報板への
広告も募集中！

・転入・転出届・来庁予約に関すること…窓口サービス課（住民登録）1階12番 ☎6464-9963
�・マイナポータルに関すること…マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
・スマート申請に関すること…企画総務課（総務）4階41番 ☎6464-9625

問合

春の引っ越しシーズンは区役所窓口が混雑します

●引っ越しなどにかかわる必要な手続きがわかる！ 
　「手続き判定ナビ」で質問に答えると、どんな手続きが必要か判定します。
　事前にパソコン・スマホ等から入力した申請書で必要な複数の手続きも記入
時間が短縮され、手続がスマートに！
（※�ご利用には「大阪市行政オンラインシステムの利用者登録」が必要です。）

　マイナンバーカードを使ってマイナポータルで
転出届を提出すれば、区役所への来庁は不要です。
（※一部の手続きを除く）

大阪市外への引っ越しにはマイナポータル

チャットボットでの
ご相談はこちら

スマートフォン等を利用した
申告書作成にご協力ください。
e-Taxなら自動計算でスムーズ！

早期還付！

申告は
3月15日（金） 

まで

さらに

　行政オンラインシステムから
手続きの来庁予約ができます！
（※一部の窓口のみ）

来庁予約で待ち時間を短縮

大阪市内や区内での引っ越しにはスマート申請（行政オンラインシステム）

聖天通劇場
ホームページ
はこちら

大阪市あきないグランプリ第15回

区内の店舗が選出され表彰されました。おめでとうございます。
優秀賞（物販・サービス部門）福島聖天通商店街振興組合 聖天通劇場

申込
 お電話のうえ、申請書を送付してください。

2月15日（木）9：00～ 受付開始（先着順）

☎6464-9683

66 77区役所
開庁時間

月～金曜日（祝日・年末年始除く）9：00～17：30　 問合 企画総務課（総務）4階41番 ☎6464-9625 I6462-0792
毎週金曜日は19：00まで時間延長　 取扱業務 住民票、市税証明書発行、国民健康保険、介護保険等の一部の業務
毎月第4日曜日は9：00～17：30まで開庁　 取扱業務 住民票発行、国民健康保険等一部の業務

福島区
ホームページ

福島区役所
待合状況

公開システム
公式SNS

（旧Twitter）


